
大分大学医学部病理組織検査受託規程 

平成１６年４月１日制定 

平成１６年医学部規程第２－２号 

 

（趣旨） 

第１条 大分大学医学部（以下「本学部」という。）において受託する病理組織検査（以下「検査」

という。）の取扱いに関し必要な事項を定める。 

 

（受託基準） 

第２条 検査は，教育研究上有意義であり，かつ，本来の教育研究に支障がない場合に限りこれ

を受託することができる。 

 

（受託手続） 

第３条 検査を依頼しようとする者（以下「依頼者」という。）は，所定の申込書を提出の上，検

査材料を本学部診断病理学講座又は分子病理学講座に提出しなければならない。 

 

（検査料） 

第４条 依頼者は，別表に定める検査料を前納しなければならない。ただし，依頼者のうち，病

理組織検査の受託に関する契約書を取り交わした者については，後納することができるものと

する。 

 

（検査後の措置） 

第５条 担当教員は，検査終了後，所定の組織診断書及び組織標本を依頼者に交付するものとす

る。 

 

（検査材料の返還） 

第６条 検査材料は，特別な理由のない限り，依頼者に返還しない。 

 

（雑則） 

第７条 この規程に定めるもののほか，検査の取扱いに関し必要な事項は，別に定める。 

 

附 則 

この規程は，平成１６年４月１日から施行する。 

 

 附 則（平成１８年医学部規程第２－１号） 

この規程は，平成１８年２月９日から施行し，同年２月１日から適用する。 

 

 附 則（平成１８年医学部規程第２－８号） 

この規程は，平成１８年４月１２日から施行し，同年４月１日から適用する。 

 

附 則（平成２０年医学部規程第２－２号） 

この規程は，平成２０年７月１日から施行する。 

 

附 則（平成２１年医学部規程第２－２号） 

この規程は，平成２１年４月１日から施行する。 

 

  附 則（平成２６年医学部規程第２－１号） 

この規程は，平成２６年４月１日から施行する。 

 

  附 則（平成３０年医学部規程第２－１号） 

この規程は，平成３０年６月１３日から施行する。 

 



附 則（令和元年医学部規程第２－３号） 

この規程は，令和元年１０月１日から施行する。 

 



別表（第４条関係） 

 

 備考 ３臓器以上の検査を行った場合は，３臓器を限度として算定する。 

検 査 種 目 検 査 料 

病理組織顕微鏡検査 

（１）本学部で組織標本を作製し，診断した

場合（１臓器につき） 
９，６８０円（うち消費

税等８８０円） 

（２）本学部以外で作製した組織標本を診断

した場合（１臓器につき） 
２，２００円（うち消費

税等２００円） 

術中迅速検査 

 他施設で行われた手術において摘出され

た組織を使用して，本学部において迅速凍結

切片等により組織標本を作製し，診断した場

合（１手術につき） 

２１，８９０円（うち消

費税等１，９９０円） 


